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ハンセン病から考える差別の原因

　丹波市人権・同和教育協議会（市同教）では、市内の中学生から人

権作文を募集し、最優秀作品を市同教広報紙「人権ネットワークたん

ば」に掲載する取組を行っています。本年度は、コロナ禍で夏休みが

短縮されたこともあり人権作文が課題として出されなかった中学校も

ありましたが、２中学校から４点の作品応募がありました。どの作品

も中学生としてしっかりとらえたものばかりで、中学生の人権意識の

深まりと人権教育の広がりを感じます。選考の結果、和田中学校３年 

植山春奈さんの作品が最優秀賞に選ばれました。植山さんの思いが１

人でも多くの市民の皆様の心に届くことを願って作品を紹介させてい

ただきます。

植山　春菜 さん和田中学校３年

　学校でのいじめの話や部落差別、黒人

差別などの話を、これまでに学校の授業

などでたくさん聞いてきました。ニュー

スなどでも、たまに取り上げられている

のを耳にしたことがある人もいるのでは

ないでしょうか。こんな話を聞いた時、あな

たは何を思いますか。私は「なんで、こんな差

別が起きてしまうんだろう」と思います。自

分は絶対いじめをしないし、住んでいる地域

や肌の色が違っていても同じ人間だと思って

いるので差別をしないという自信があるから

です。

　では、具体的にどうやって差別が起こるの

でしょうか。差別の原因となるものは何なの

か、考えてみました。　　　　　　　

　去年の夏休み、私は「たちばな学級」（人

権学習に自主的に取り組む生徒の集団）の活

動で岡山県の長島愛生園歴史館に行き、そこ

でハンセン病について学びました。そして、

実際にあったハンセン病患者への差別、偏見

などを知りました。

　ハンセン病患者はどういう差別を受けてき

たかというと、療養施設からの帰りを待って

るはずの家族から、「帰ってくるな」と言わ

れたり、結婚や就職ができなかったりしたそ

うです。私はこの話を聞いて、本人が病気に

かかって一番苦労してきたはずなのに家族か

らも拒絶されて、すごくつらかっただろうな

と、悲しい気持ちになりました。

　では、なぜハンセン病患者がここまで差別

を受けたのでしょうか。その理由は、当時、

国がハンセン病患者の隔離政策をしたので、

「ハンセン病は恐ろしい病気」というデマが

国全体へと広がったからです。また、ハンセ

ン病にかかると痛みを感じなくなり、けがを

しても気がつかず傷が化膿してしまうという

ことがたくさんありました。これにより、

「ハンセン病は体が腐る病気」だといううわ

さも広まりました。

　つまり、ハンセン病患者への差別がうまれ

た原因は、人々がハンセン病に対して無関心

だったことだと思います。そして、ハンセン

病の正しい知識を持っていなかったことです。

　私は、このようなことは世界中で起こ

る差別にも言えることだと思いました。

　今問題になっているコロナウィルスの

ことにも言えると思います。感染者や医

療従事者、宅配業者、トラックの運転手

などといった特定の人々への差別が起きてい

ます。これは、コロナウィルスに対する正し

い知識を持たない人が、過度に不安を抱いて

しまい起こっているのです。

　だから、これから差別をなくしていくため

に大切なことは、デマやうわさに流されず正

しい知識を持つことだと思いました。今は簡

単にインターネットで情報が手に入ります。

間違った情報にだまされず、いろいろな視点

から物事を見、そして、誤った情報を見抜く

力を身につけることが差別をなくす第一歩だ

と思いました。私は、自分自身は絶対に差別

をすることはないと思っていたけど、ネット

の情報などからいつの間にか偏ったイメージ

がついてしまうことは誰にもあり得ることだ

と思います。だから、そのことを常に意識し

て情報と関わっていきたいです。

本紙では、新たな試みとして「丹

波人物伝」のコーナーを設けま

した。第 1 回は、島崎藤村の小

説『破戒』の主人公「瀬川丑松（う

しまつ）」のモデルになったと

いわれる柏原中学校（現県立柏

原高等学校）第二代校長、大江

礒吉（ぎきち）を紹介します。

　大江礒吉は、明治時代に長野県下伊那郡（しもいなぐん、
現飯田市）に生まれた被差別部落出身の近代教育の先駆
者です。
　大江家は新年の門付け芸の春駒（旅芸能）やせんべいの
行商などを生業としていたため、差別と極貧の少年期を
送ります。礒吉の才能を惜しむ同村の医者などの援助で
長野県師範学校（教員を養成する学校）に入学。
　1886（明治 19）年、18 歳で師範学校を卒業し、夢と希望
を抱いて諏訪郡の小学校へ赴任しましたが、わずか 7日
で被差別部落出身を理由に教師を辞めさせられます。
　礒吉は差別の厳しさにも負けず「あくまで忍べ、力は全
てを解決する」と自身に言い聞かせながら学問にはげみ、
知事の推薦を得て、1888 年、東京の高等師範学校に進み
ました。1891 年、主席で卒業し、長野県尋常師範学校に任
用されますが、水面下の追放運動により再び 2年で大阪
府尋常師範学校に追放されました。
　日清戦争（1894 ～ 1895 年）の最中に、欧米の人権思想
を説く「自由と抑制」などの論文を免職覚悟で発表、軍国
主義教育の台頭を批判しました。礒吉にあこがれを抱く
人たちもいましたが、ここでも出身を生徒に暴かれ、わず
か 2年で鳥取県尋常師範に追放されました。鳥取では「時
代精神の注入者」「信念の人」と敬愛され、人生で最も穏や
かな日々を送りましたが、5 年目に新校長と教育方針を
めぐり対立、2月末に休職命令を受け、長野県へ帰郷しま
した。
　1901（明治 34）年、兵庫県知事服部一三に招かれ、兵庫
県下で 4番目に創立された中学校である氷上郡の柏原中
学校（現県立柏原高等学校）第二代校長に就任。経験と近

代教育を駆使した「理想の学校」（生徒を中心にすえたア
カデミックで自由闊達な学校）の創造を掲げ学校経営に
あたりました。
　管轄を郡から県へ移し、授業料をほぼ半額の2円30銭
にし、斬新な教育課程編成、生徒の自主性や自律心に期
待する学友会の創設、ベースボール部や英語弁論部を認
めるなど、生徒の個性を尊重する教育を展開しました。
日常茶飯事になっていた鉄拳制裁も厳しく戒めました。
礒吉の出自は周知のことでしたが、彼は毅然とした態度
を貫きました。
　1902（明治35）年３月22日、記念すべき第一回卒業式
を卒業生たちがボイコットする動きを見せました。卒業
生たちは、自分たちが親しんでいた鉄拳制裁も許容され
るような質実剛健の教育方針を、礒吉が大きく変更した
ことに不満を感じていたのです。教師の説得で一旦はお
さまったかに見えましたが、卒業生たちは不満を「声明
書」として生徒控室にあげて卒業式に臨みました。式の
終了後、この「声明書」が発見され大騒ぎになり、卒業
取り消しの意見も出ましたが、「彼らには卒業証書を渡
したので、すでに社会人であり校則で律するべきではな
い」として、誰一人処分をしませんでした。
　その後、学校と絶縁状態になってしまった彼らを不憫
（ふびん）に思った教師が、くすの木を植樹し、彼らの
卒業記念樹としました。その木は柏原高校のシンボルと
なり、今もいきいきと葉を茂らせています。
　その年の7月、義母の看護に3日がかりで帰省しました
が、腸チフスに感染し、９月５日、34歳という若さで病
母に先立ち他界しました。

丹波市人物伝 第 1 回 柏原中学校（現県立柏原高校）第二代校長大 江 礒 吉
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　広報紙48号を最後までご
覧いただき有難うございま

す。2020年は、新型コロナウィルスの
感染拡大で生活様式も大きく変わり
ました。
　今こそ、新型コロナウィルスを正しく
恐れ、自分を大切にし、周りにいる人た
ちにも優しい気持ちで接することが求
められています。一日も早い新型コロ
ナウィルスの感染拡大の収束を願う
ばかりです。

編集
後記

　１２月１３日（日）春日文化ホールにおいて、丹波市、丹波市人権・同和教育協議会など６
団体の主催により、「２０２０年　丹（まごころ）の里人権のつどい」を開催しました。市民一人
ひとりが人権について理解を深め、共に支え合う「共生社会」の実現をめざしての開催となりました。
　人権活動事例発表では、丹波市同教会長　大西誠が「新型コロナウィルスと人権」と題し
て発表しました。
　人権講演会は、相田みつを美術館　館長　相田一人さんから、「いのち　一番大切なもの
　～父相田みつを　をかたる」というテーマでご講演いただきました。相田みつをさんは、平易
な詩を独特の書体で書いた作品で知られ、書の詩人、いのちの詩人ともいわれています。息子
の一人さんからみた、書道家としての父、詩人としての父、そして人間としての父の魅力を余す
ところなくお話していただきました。
　本紙では、丹波市同教会長　大西誠の「新型コロナウィルスと人権」の発表を紹介します。

　コロナ禍における人権侵害の実態は、すべてコロナウイルスがもたらしたも
のなのでしょうか？水面下に隠れていた日本がかかえていた課題、問題点が可
視化され、顕在化したのではないか、そのように考えています。
　寛容性を欠き、自己責任と言う言葉があふれ、わずかな失敗も許されない時
代の雰囲気、同調圧力を意識しながらの仕事やくらしなど、息苦しさ、生きづ
らさは、コロナ以前から指摘されていたことです。
　匿名性を悪用した言葉の暴力（差別・ネットリンチ・誹謗中傷・罵詈雑言
（ばりぞうごん）・脅し）は、インターネットやツイッターなどに限らず、ハ
ガキや電話でも行われてきました。これら問題行動は日本に広がっています。
ニックネームなどの匿名という隠れ蓑（みの）を身に付けて、相手を徹底的に
攻撃する、言いがかりのような抗議をする、悪ざまにののしる。時によれば、
ニセ情報をでっちあげたり、信憑性を疑うことなく拡散していく。いつになっ
たら歯止めがかかるのでしょうか？
　家庭内での暴力や攻撃的行動を意味するドメスティックバイオレンスでも、
加害者の多くが、自分の行為がドメスティックバイオレンスに該当していると
いう自覚がないと言います。無意識、無自覚の偏見、思い込みによる暴力です。
コロナ感染に関しても共通しているように思われます。
　報じられたコロナ差別には、
◆感染者やその家族への差別
　①「家族の自殺」や ｢居づらくなり、転居せざるを得ない状況」へ追いつめる。
　②インターネットやＳＮＳで、感染者の名前や住所を特定したり、中傷した
　　りする書き込み。
　③自宅の留守番電話に、感染者と家族を罵倒する言葉が吹き込まれる。
　④サービス業者から遠回しな利用拒否。
◆学生への差別
　①ラグビー部でクラスターが発生した大学の学生（ラグビー部ではない）が
　　教育実習を拒否される。
　②集団感染・クラスターが起きた学校の生徒が中傷された。
　③ネット上の書き込みや電話で誹謗中傷、罵倒、脅迫。
　「感染していたら差別されると
思い医療機関に来るのが遅れた」
と、重症化した多くの高齢者が
語っています。コロナ差別が、感
染者の容態を悪化させ、感染をも
拡大させているのです。感染者を
追い込む行為は、決して感染予防
にはならない。差別する自分自身
をも感染のリスク（危険性）を高
め、感染を広げる行為になるので
す。
◆医療従事者などエッセンシャル
　ワーカーへの差別
　①タクシー乗車拒否、子どもの
　　登園・登校拒否、引っ越し予
　　約を業者からキャンセル。

　②ＰＣＲ検査は陰性であったにもかかわらず、「退職勧奨通知書」に署名さ
　　せられて、退職した介護施設で働く女性。
　③ネット上で住所や職場・個人名を拡散。
　④看護師らが感染した医療機関では、職員の約４分の１が地域で風評被害に
　　遭い、職員の家族が出勤停止要請をうけた。
　⑤感染が拡大した地域を仕事で訪れたトラック運転手の子どもに、学校から
　　自宅待機が告げられた。
　エッセンシャルワーカーとは、外出自粛が要請されている時期に、リモート
ワークやテレワークと呼ばれる、自宅での勤務ではできない仕事、感染のリス
ク（危険性）が高いながらも、社会生活を支えるために働いてくださる人たち
の総称です。丹波市が作成したリーフレットには、「新型コロナウイルスの感
染リスクと隣り合わせの中、お医者さんや看護婦さん、トラック運転手さん、
スーパーやお店の従業員さん、福祉施設やこども園の職員さんなど『エッセン
シャルワーカー』と呼ばれる多くの皆さんが、私たちの生活を支えているんだ
ね。」と、こう書かれています。
　12月11日現在、丹波市７人、丹波篠山市８人、丹波健康福祉事務所管内10人、
合計25人と、感染率は高くはありませんが、飲食店の営業自粛をはじめ、５月
には田植え帰省の自粛につとめました。８月のお盆帰省にもそれは続きました。
９月の稲刈り帰省も同様です。正月帰省はどのように対応したのでしょうか。
　「帰省自粛」「不要不急の外出」の言葉に接するたび、誰にも当てはまる基
準ってあるのかなあと考えてしまいます。
　自己の命とともに他者の命を守ることを優先すべき、これが人権尊重の基本
です。コロナ禍にあって、人の移動と接触を制限するということが合理的と捉
えた私たちです。
　同時に、個人レベルで、できうる限りの感染予防は当たり前のこととして、
その人が不要でもない、不急でもないと意思決定したら、その意思は尊重され
なければなりません。その意思決定を非難するような同調圧力をかけてはなり
ません。同調圧力によって、その意思決定を躊躇するような社会であってはな
らないと考えています。
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